
【事務連絡③】水害時避難確保計画の提出方法変更のお知らせ

要配慮者利用施設の「避難確保計画」作成 江戸川区ホームページ

提出方法について

令和７年度より、避難確保計画及び避難訓練実施報告の提出方法を、電子申請に変更させていただきます。

関連URL

①避難確保計画作成(変更)報告について

【 対 象 】：要配慮者利用施設のうち、水害時避難確保計画未提出の事業所

※未提出の場合には速やかにご提出ください。

【提出方法】：https://logoform.jp/form/L6MJ/1252869

【留意事項】：指定の際等に、既に紙でご提出いただいている事業所は、再度電子でのご提出は不要です。

②避難訓練実施報告について

【 対 象 】：要配慮者利用施設全事業所

【 概 要 】：令和７年度の期間の、水害時等における避難確保計画に基づく避難訓練の実施状況の確認

【提出期限】：令和８年３月１３日(金)まで

【提出方法】：https://logoform.jp/form/L6MJ/1253527

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e007/bosaianzen/bosai/jijo/hinankakuhokeikaku2019.html
https://logoform.jp/form/L6MJ/1252869
https://logoform.jp/form/L6MJ/1253527

